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市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「付属設備」を「附属設備」に改める。 

 第７条の見出しを「（既納の使用料）」に改め、同条第２号中「使用の許可」

を「当該使用許可」に改める。 

 第１６条第２項第２号を次のように改める。 

⑵ 次条第１項に規定する利用料金を収受すること。 

第１６条第２項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 飲食の提供、物品の販売その他の公会堂の利便性の向上に資するサービ

スの提供を行うこと。 

第１６条第３項中「及び第１３条に」を「、第１３条及び次条から第２１条

までに」に改める。 

第１８条を第２３条とし、第１７条を第２２条とし、第１６条の次に次の５

条を加える。 



（利用料金） 

第１７条 前条第３項の規定により読み替えて適用される第４条第１項の規定

による許可を受け、施設等を使用するものは、指定管理者に対し、施設等の

使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めなければならない。 

２ 利用料金の額（消費税及び地方消費税の額を除く。）は、別表に定める額を

上限として市長の承認を得て指定管理者が定めるところにより算出した額と

する。 

 （利用料金の減免） 

第１８条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

 （利用料金の収受等） 

第１９条 市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収

受させるものとする。 

２ 指定管理者が利用料金を収受するときは、第５条から第７条までの規定は、

適用しない。 

 （利用料金の公示等） 

第２０条 市長は、第１７条第２項の規定により利用料金に係る承認をしたと

きは、当該承認に係る利用料金に関する事項を公示するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の承認に係る利用料金に関する事項を公会堂の見やす

い場所に掲示しなければならない。 

 （既納の利用料金） 

第２１条 指定管理者は、既納の利用料金を返還することができない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することが

できる。 

⑴ 第１７条第１項に規定する施設等を使用するものが自己の責めによらな

い理由により施設等を使用することができないとき。 

⑵ 第１７条第１項に規定する施設等を使用するものが規則で定める期間内

に当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。 



⑶ その他指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 

別表中「第５条関係」を「第５条、第１７条関係」に改め、同表中「ホール

使用料」を「ホール」に、「ホール以外の施設使用料」を「ホール以外の施設」

に、「ホール付属施設」を「ホール附属施設」に、「付属設備の使用料」を「附

属設備」に、「左欄に掲げる付属設備」を「左欄に掲げる附属設備」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前に改正前の第５条の規定により同日以後の公会堂の

施設及び付属設備の使用に係る使用料を納付したものは、同日において、改

正後の第１７条第１項の規定により公会堂の施設及び附属設備の使用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に納付したものとみなす。 

３ 平成２６年４月１日前に改正前の第６条の規定により市長から同日以後の

公会堂の施設及び付属設備の使用に係る使用料の減額又は免除を受けたもの

は、同日において、改正後の第１８条の規定により指定管理者から利用料金

の減額又は免除を受けたものとみなす。 

 （準備行為） 

４ 利用料金に係る承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例

の施行前においても、改正後の第１７条第２項及び第２０条第１項の規定の

例により行うことができる。 



理  由 

 

行徳公会堂の施設等の有効活用を図るため、当該施設等の使用に係る料金

を指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するほか、所要の改

正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


